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ガバナンス・ジェンダーチーム

1．案件名

フィリピン共和国薬物法執行能力向上プロジェクト

2．協力概要

（1）協力内容

フィリピン薬物取締庁（Philippine Drug Enforcement Agency （PDEA））が基礎的な薬物取
締の能力を向上させ、体制を整備することを目的に、薬物分析と取締・捜査にかかる技術移転
を行うもの。

（2）協力期間：

2005年1月から2007年1月まで（2年間）

（3）協力総額（日本側）

総費用：約5,000万円

（4）協力相手先機関

フィリピン薬物取締庁

（5）国内協力機関

警察庁

（6）裨益対象者及び規模、等

PDEA職員960名。
PDEAの能力が向上し体制が整備され、フィリピン国全体の薬物状況が改善されると、その裨益
対象者はフィリピン国全体に広がるものと期待される。

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

フィリピン国における2003年の覚せい剤の摘発量は約3,122キログラムであり（日本の摘発
量は約437キログラム）、違法薬物氾濫の問題が深刻であり、フィリピン社会に悪影響を及ぼ
している。またフィリピン国は日本との地理的関係から密輸などにより日本への影響も懸念さ
れる。また裁判においても、捜査方法や証拠能力が不十分であること理由に棄却や無罪となる
数が多く、薬物に関する法令執行状況も問題となっている。

フィリピン国政府は薬物問題に対応するため2002年7月に「2002年の包括的危険薬物法」
（共和国法第9165号）を制定し、薬物問題の中心的な取締執行機関である「フィリピン薬物
取締庁（Philippine Drug Enforcement Agency （PDEA））」を設置した。これにより、それ
までそれぞれ別の組織で行ってきた薬物取締、薬物分析、法執行、予防、アカデミー等の違法
薬物に関する機能をPDEAが集約することとなった。しかしPDEAが完全に機能するまでの間は
それまで業務を行ってきたフィリピン国家警察（Philippine National Police （PNP））、国家
捜査局（National Bureau of Investigation （NBI））といった組織が継続して業務を行うこと
となっており、現時点でもこれらの機関が多くの業務を実施している。またPDEAの職員はその



大半をこれらの機関からの出向者により構成され、給料もその出向元から支払われているな
ど、自立的に薬物対策を担う中心的機関となるには時間を要するものと考えられている。

PDEAは先の法律により、2007年までに出向者は母体に戻るかPDEAに帰属するかを決定しな
ければならないなど、2007年までにPDEAは自立的に業務を行う能力と体制を整備することが
求められている。

このようなフィリピン国の薬物問題に対応するためには、PDEAの体制を整備し、PDEAの能力
を向上させることが緊急の課題となっている。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

フィリピンの国家中期開発計画（2001-2004）ではグッドガバナンスの確立を重要課題のひ
とつとしている。犯罪に対する法執行能力の強化はグッドガバナンスの構成する要素であり、
薬物犯罪への対応はその根幹を成すものと位置付けられる。薬物問題については特に
VISION2010のスローガンとして「2010年までに国内の薬物事犯が無くなること」を掲げて重
点が置かれている。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け

日本の対フィリピン国援助重点分野は、1）持続的成長のための経済体質の強化、2）貧困緩和
と地域格差の是正、3）環境保全と防災、4）人材育成・制度づくりとされている。

特に人材育成・制度づくりでは、グッドガバナンスを実現させるために行政能力向上のための
支援を行うこととしており、本プロジェクトにおいて薬物問題の軽減のための法令執行能力の
向上を支援することは、国別援助計画の重点分野とも整合するものである。

4．協力の枠組み

（1）協力の目標（アウトカム）

1） 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標

【目標】

PDEAの薬物対策実施機関としての基礎的能力が向上する。

【指標】

PDEAが実施した薬物取締り件数、薬物分析件数の増加

ただし、これらの数値はPDEAの能力向上以外にも薬物犯罪情勢などにも左右されることか
ら、評価に当たっては単純な数値の増減だけではなく、これらの数字と薬物犯罪情勢をあわ
せて評価する事とする。

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）

【目標】

薬物事件に効果的かつ効率的な法令執行がPDEAにより執り行われる。

【指標】

裁判において捜査方法や証拠能力を理由に公訴棄却や無罪となった件数が減少する

（2）成果（アウトプット）と活動

成果1：

PDEA取締官の法令執行能力が向上する。



活動：

PDEA取締官に対し、薬物取締・捜査に関するセミナー等を実施する。

指標：

セミナー参加者へのアンケート結果などから知識を得た参加者

成果2：

PDEAの薬物分析官の薬物定性／定量分析能力が向上する。

活動：

PDEAの薬物分析官に、分析機器を利用した薬物分析技術の指導を行う。

指標：

PDEA薬物分析官に対する薬物の定性／定量分析に関する能力試験の結果。
PDEAが実施した分析数が増加する。

（3） 投入（インプット）

＜日本側＞（総額5000万円）

1） 専門家派遣

長期専門家

チーフアドバイザー／薬物取締

短期専門家

薬物分析
薬物捜査

2）本邦研修

3～5人を毎年1回（合計2回）程度

3）機材供与

ガスクロマトグラフ質量分析計
フーリエ変換赤外分光光度計
薬物簡易鑑定キット

＜フィリピン側＞

プロジェクトマネージャー・C／Pの配置、事務室の提供

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

PDEAを中心的機関として薬物対策を推進するというフィリピン政府の政策が変わらな
い。
PDEAに適切な人員配置／予算措置がなされる。
フィリピン国内の薬物事情に大きな変化が生まれない。

5．評価5項目による評価結果

以下の観点から評価した結果、協力実施は適切と判断される。

＜妥当性＞



フィリピン国は薬物問題が深刻な社会問題となっており、同国のニーズに合致している。
2002年の1年間で送検された薬物関連事件のうち、一審において証拠不足や容疑者逮捕時の
手続き不備などによる無罪や控訴棄却となった割合が半数を超えるなど、同国の薬物法執行
能力が問題となっている。
フィリピン政府の国家中期開発計画においてグッドガバナンスの確立が重要項目となってお
り、とりわけ各種犯罪に対する法執行能力の向上はその重要分野に位置づけられている。
我が国の国別援助計画において人づくり・制度づくりを重点項目としており、本プロジェク
トはガバナンス分野の人づくり、制度作りを支援するものであり重点分野に合致している。
日本では薬物取締り（法令執行）の手法が確立、適用されており、また高い薬物分析能力を
有しているなど、日本の協力の優位性が高い分野である。
PDEAはフィリピン国における薬物対策の中心組織となるべく設立された機関であり、支援の
対象とすることは妥当であり、かつ他の薬物対策機関への波及効果も大きい。

＜有効性＞

薬物取締りは主に法令執行と薬物分析から構成されるが、本件プロジェクトではこれらの分
野の専門家により技術指導を行うものであり、目標であるPDEAの薬物取締り能力の向上に貢
献するものと考えられる。
PDEAの規模を考慮すると、計画している投入規模でPDEA本部に勤務する薬物分析官に対す
る指導が十分に行え、（地方も含む）薬物取締官に対する指導についても、大半の取締官に
対して2度セミナーを実施できることから、目標達成についての有効性は高い。

＜効率性＞

薬物取締り、薬物分析について専門性の高い専門家を派遣予定であり、効率的な技術移転が
行われることが期待される。
タイ、インドネシア等で同じ分野の技術協力が先行して実施されており、これらの事業から
本件プロジェクトで必要となる知見や教材類を得て活用することができる。
本プロジェクトでは長期専門家の配置は最低限度とし、必要に応じて短期専門家を派遣する
計画であり、効率的な投入を計画している。また分析機器に関しては、本目標を達成するた
めに必要となる最低限の性能（定性・定量分析）に絞った機器とすることとしており、機材
面でも効率的な計画となっている。

＜インパクト＞

PDEAはフィリピン国における薬物対策に関する中心機関として、薬物対策に関する業務を包
括的に執り行う機関であるため、PDEAの能力向上はフィリピン国における法執行の向上につ
ながることが期待される。
PDEAの法令執行と薬物鑑定の能力が向上することにより、薬物対策の適正な執行につながる
ことが期待される。
薬物問題の影響を受けるのは貧困層などの社会的弱者であり、将来社会的弱者のリスク軽減
につながることが期待される。
フィリピンは日本に流入する薬物の供給地の一つといわれており、フィリピンにおける薬物
対策の適正化は日本の薬物問題の改善にも資するものと期待される。

＜自立発展性＞

薬物対策はアロヨ政権の重要政策として位置づけられており、フィリピン政府からの優遇的
措置を受けられる見込みが高い。これまでも補正予算が配分されるなど、さまざまな面にお
いて組織の安定が期待でき、発展性が期待できる。
現在、他の機関からPDEAに出向している職員が出向元に戻る可能性がある。
フィリピン国における2004年度の国会での予算審議は成立しておらず、PDEAの予算は前年
度の予算が自動的に再適用されるなど、PDEAに限らず予算については不安定な状況である。
以上のように、PDEAは設立されたばかりでまだ十分に基盤ができていないため、リスクは高



いものの、フィリピン政府の方針、薬物対策の重要性から支援することが妥当と判断され
る。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

薬物問題は、貧困層など社会的弱者に影響を及ぼすものであり、本プロジェクトは、将来的に貧困
者層のリスク軽減に貢献することが期待される。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

本件プロジェクトの薬物分析に関する成果は、薬物の定量／定性分析ができることであり、類似
案件（タイ）における成果（不純物分析ができること）ほど高いものではないことから、専門家
や分析機器などの投入要素について、類似案件と比べ絞り込むこととした。
PDEAは設立されたばかりの組織であり、基盤が十分とはいえないので、今回の協力では投入、
期間を絞り込み、PDEAの体制整備の進捗を確認しつつ進めることとした。

8．今後の評価計画

終了時評価（2006年8月頃）


